
 

 

様式第１０ 法第49条第４項第１号関係（都市計画法第29条第１項・２項の開発許可） 
 

都市計画法第29条第１項又は第２項の許可に関する事項 

 

 

開発行為をしようとする者 住所 宮城県亘理郡山元町 

浅生原字作田山32 

氏名 山元町長 齋藤 俊夫  印 

 

※手数料欄 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称

宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100番の

一部,宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100

番地先の道の一部 

２ 開発区域の面積           93,155.20  平方メートル

３ 予定建築物等の用途 別紙のとおり 

４ 工事施行者住所氏名 未定 

５ 工事着手予定年月日 平成26年 11月 1日

６ 工事完了予定年月日 平成28年  3月31日

７ 自己の居住の用に供するもの、

自己の業務の用に供するもの、そ

の他のものの別 

その他 

８ 都市計画法第34条の該当号及び

該当する理由 

 

 

９ その他必要な事項  

※ 受付番号 年  月  日  第    号

※ 同意に付した条件 

※ 同意番号 年  月  日 第    号

 

備考 １ 開発行為をしようとする者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び
代表者の氏名を記載すること。 

２ 開発行為をしようとする者が被災関連市町村等である場合においては、住所の記載及び押印を省略するこ
とができる。 

３ ※印のある欄は記載しないこと。 
４  「法第34条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調整区域内において行われ
る場合に記載すること。 

５  「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、都市計画法その他の法令による許可、認
可等をする場合には、その手続の状況を記載すること。 

 



別紙 予定建築物の用途 

 

１．一戸建ての住宅 

２．住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令 

第１３０条の３に規定するもの 

３．長屋 

４．老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

５．集会所 

６．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の４で定

める公益上必要な建築物 
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 2,273.84 54,850.42 4.15  

 4,655.51 27,522.02 16.92  

 10,782.76 10,782.76 100.00  

 17,712.11 93,155.20 19.01  










